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中
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委
員
会
に
つ
い
て

　

平
成
33
年
４
月
の
中
学
校
再
編
に
向
け
、

「
中
学
校
魅
力
化
検
討
委
員
会
」
の
初
会
合

を
７
月
24
日
に
開
催
し
ま
し
た
。

　

当
委
員
会
は
、
多
様
な
意
見
を
拝
聴
し
た

い
と
い
う
考
え
か
ら
、
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
者
や
起

業
家
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
や
教
員
代
表
の
学
校
関

係
者
、
地
域
連
携
教
育
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
な
ど

の
有
識
者
で
構
成
し
、
第
一
段
階
統
合
後
の

「
魅
力
あ
る
学
校
づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に
話

し
合
い
を
し
ま
し
た
。

　

第
１
回
目
の
会
合
で
は
「
質
の
高
い
教
育

環
境
が
必
要
」「
身
近
に
あ
る
自
然
を
活
用

し
た
教
育
活
動
の
実
施
」「
社
会
環
境
の
変

化
に
対
応
で
き
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
」

「
部
活
動
の
見
直
し
」
な
ど
、
活
発
な
意
見

交
換
が
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
数
回
の
会
合

を
開
催
し
、
最
終
的
に
取
り
ま
と
め
た
意
見

に
つ
い
て
は
各
中
学
校
へ
提
言
を
し
、
課
題

の
解
決
を
含
め
た
「
魅
力
あ
る
学
校
づ
く
り
」

に
役
立
て
ま
す
。
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い
合
わ
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Q.　住宅と土地の調査なのに、世帯のことも調査す
　るのか。
A.　きめ細かな住宅施策の立案・実施のためには、
住宅の状態だけを調べるのでは不十分で、そこにど
んな世帯が住んでいるのかという実態を把握するこ
とで、施策の対象を効果的に選ぶことができるよう
になります。このため、調査の目的上、世帯に関す
る資料も重要なため、必要とされているのです。

Q.　調査票が税金の資料に使われるのではないか。
A.　絶対にありません。調査票は厳重に管理され、
調査結果は統計を作成するためだけに使用されま
す。税金の資料など、その他の目的に使うことは統
計法により禁じられています。

Q.　住宅・土地統計調査について、もっと知りたい。
A.　総務省統計局がキャンペーンサイトを開設して
おりますので、こちらもご参照ください。
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/h30campaign/
index.html

平成 30 年住宅・土地統計調査が始まります
　平成 30 年 10 月 1 日を基準日として、平成 30 年住宅・土地統計調査が行われます。
　先月号では、調査の概要についてお知らせしました。9 月は調査票の配布などが行われます。そこで、
今月号は調査の気になる点について、一問一答形式でご紹介します。

Q.　町内すべての人が対象になる調査ですか。
A.　いいえ。調査対象となる地域が無作為に選ばれ、
さらにその後、調査対象となる世帯が無作為に選ば
れる調査です。

Q.　うちは答えたくないので、よそと代わってほしい。
A.　調査対象の決定は、無作為に抽出することで、
全数を調査することなく日本の縮図を再現できる調
査手法で行っております。作為的に調査対象を選ん
でしまうと、調査結果の精度に影響が出てしまいま
す。重要な統計調査ですので、どうかご理解くださ
いますようお願いします。

Q.　調査票を見られたくない。
A.　オンライン回答（スマホ、パソコン対応）すると、
回答内容は国だけが知ることとなります。回答項目
の案内も見やすくなっておりますので、可能な方は
オンライン回答をおすすめします。
　その他、郵送で提出または封筒に封をして調査員
に提出しますと、調査員が内容を検査せず町の政策
企画課統計担当に届くようになっております。

※ 統計調査員は調査員証を携帯しています。
※ かたり調査にご注意ください。不審に思われた場合は政策企画課へご連絡ください。
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